
 
 

令和６年３月２９日 

国土交通省関東地方整備局 

総務部 

 

指名停止措置について 

 

 

関東地方整備局は、株式会社押田建築設計事務所（所在地 富山県富山市）に対して、指名

停止措置を行いました。 

 

 詳細は別紙のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜発表記者クラブ＞ 竹芝記者クラブ 埼玉県政記者クラブ 神奈川建設記者会 

＜問い合わせ先＞ 

関東地方整備局 総務部 

電話：０４８－６０１－３１５１（代表） FAX：０４８－６００－１３７０ 

契約課 課長   佐野 幸雄  （内線：２５１１） 

契約課 課長補佐 西原 弘之  （内線：２５１７） 

 

 



指名停止措置の概要

１．指名停止措置業者名及び住所

指 名 停 止 措 置 業 者

株式会社押田建築設計事務所

２．指名停止措置期間

３．指名停止措置対象区域：関東地方整備局管内

４．事実概要

５．指名停止措置理由

＜指名停止措置要領別表第２第８号＞

期 間

逮捕又は公訴を知った日
から

２ヵ月以上１２ヵ月以内
１ヵ月以上１２ヵ月以内

住 所

富山県富山市丸の内３－４－１６

令和６年３月２９日から令和６年４月２８日まで（１ヵ月）

　当該業者の元常務取締役は、常務取締役だった令和５年４月に富山県立山町が行ったグリーン
パーク吉峰新オートキャンプ場整備実施設計及び工事監理業務の指名競争入札をめぐり、同町の
職員から未公開の仕様書案の情報を事前に入手して設計業務に着手したほか、指名業者数を同職
員から入手し、公正な入札を妨害したとして、令和６年１月２３日、公契約関係競売入札妨害容
疑で富山県警に逮捕された。

　有資格業者である当該業者の元常務取締役が公契約関係競売入札妨害容疑で逮捕されたこと
は、「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」（昭和59年3月29日付け建設省厚第91号）別表
第２第８号（公契約関係競売等妨害又は談合）に該当する。

措 置 要 件

（公契約関係競売等妨害又は談合）

８　次のイ又はロに掲げる者が締結した請負契約に係る工事に関
　し、一般役員等又は使用人（使用人においてはイに掲げる場合に
　限る。）が公契約関係競売等妨害又は談合の容疑により逮捕さ
　れ、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき（第12 号に掲げ
　る場合を除く。）。
　　イ　当該地方整備局の所管する区域内の他の公共機関の職員
　　ロ　当該地方整備局の所管する区域外の他の公共機関の職員


